
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像形成装置と、各画像形成装置の管理情報

を蓄積した管理データベースを用いて
前記画像形成装置を管理する管理装置とを有し、前記管理装置から配信された配信情報を
前記画像形成装置から出力する情報配信システムであって、
　前記管理装置は、
　情報の配信依頼者が操作する配信依頼者端末から

前記配信情報の配信依頼を受け付ける配信依頼受付手段と、
　前記配信依頼受付手段により受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を

に基づいて特定する特定手段
と、
　前記特定手段により特定された画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信す
る配信情報送信手段と、
　を備えたことを特徴とする情報配信システム。
【請求項２】
　前記管理データベースは、各画像形成装置を形成する構成部位の種別を前記管理情報と
して蓄積し、前記配信依頼受付手段は、少なくとも前記配信内容をカラーで出力するか白
黒で出力するかの別を示す出力種別を含む配信依頼を受け付け、前記特定手段は、前記配
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として該画像形成装置の配設位置若
しくは該画像形成装置を利用する利用者の所在位置

、少なくとも前記配信情報を配信する
配信地域を含む

、前記配信
依頼の配信地域内に前記管理データベースに蓄積した各画像形成装置の配設位置または該
画像形成装置を利用する利用者の所在位置が包まれるか否か



信依頼に含まれる出力種別と前記管理データベースに蓄積した各画像形成装置を形成する
構成部位の種別とを比較して前記配信情報を送信する画像形成装置を特定することを特徴
とする請求項 に記載の情報配信システム。
【請求項３】
　前記管理装置は、複数の配信依頼者端末から配信依頼を受け付けた際に、前記特定手段
により特定された各画像形成装置に配信する配信情報を各画像形成装置ごとに収集して各
画像形成装置ごとの配信情報を生成する配信情報生成手段をさらに備え、前記配信情報送
信手段は、前記特定手段により特定された各画像形成装置に対して前記配信情報生成手段
により生成された配信情報をそれぞれ送信することを特徴とする請求項 に記載
の情報配信システム。
【請求項４】
　前記管理装置は、前記配信情報生成手段により生成された各画像形成装置ごとの配信情
報を記憶する配信情報記憶手段をさらに備えたことを特徴とする請求項 に記載の情報配
信システム。
【請求項５】
　前記管理装置は、前記配信依頼者端末から配信の見積もり依頼を受け付ける見積依頼受
付手段と、前記管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて、前記見積依頼受付手段
により受け付けられた見積依頼に適合する画像形成装置数を取得する取得手段と、前記取
得手段により取得された画像形成装置数に基づいて情報配信にかかる費用を概算する概算
手段と、前記概算手段により概算された情報配信にかかる費用を含む見積結果を前記配信
依頼者端末に返送する見積結果返送手段と、をさらに備えたことを特徴とする請求項

のいずれか一つに記載の情報配信システム。
【請求項６】
　複数の画像形成装置と、各画像形成装置の管理情報

とともに各画像形成装置か
ら受信した複写枚数に係るデータを蓄積した管理データベースを用いて所定の期間ごとに
各画像形成装置の利用者に対して複写費用を請求する管理装置とを有し、前記管理装置か
ら配信された配信情報を前記画像形成装置から出力する情報配信システムであって、
　前記管理装置は、
　情報の配信依頼者が操作する配信依頼者端末から

配信情報の配信依頼を受け付ける配信依頼受付手段と、
　前記配信依頼受付手段により受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を

に基づいて特定する特定手段
と、
　前記特定手段により特定された画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信す
る配信情報送信手段と、
　前記配信依頼者に請求する配信費用を算定する配信費用算定手段と、
　前記管理データベースに蓄積した複写枚数に係るデータに基づく複写費用の請求ととも
に、前記配信費用算定手段により算定された配信費用を請求する費用請求手段と、
　を備えたことを特徴とする情報配信システム。
【請求項７】
　前記配信費用算定手段は、前記画像形成装置が配信内容を印字する印字用紙の種別また
は印刷箇所にそれぞれ対応づけたポイントの累積値に基づいて前記配信費用を算定するこ
とを特徴とする請求項 に記載の情報配信システム。
【請求項８】
　配信費用算定手段は、前記画像形成装置による配信情報を含む出力回数に応答して、前
記複写費用の割引をおこなうことを特徴とする請求項 に記載の情報配信システ
ム。
【請求項９】
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　前記費用請求手段は、前記複写費用および配信費用を前記画像形成装置の利用者および
前記配信依頼者が契約するカード会社のカード会社サーバに送信し、
前記カード会社は、前記管理装置から受信した複写費用および配信費用を前記画像形成装
置の利用者および前記配信依頼者に請求することを特徴とする請求項 に記
載の情報配信システム。
【請求項１０】
　前記管理装置は、前記配信依頼受付手段により前記配信依頼者端末から配信依頼を受け
付けた際に、該配信依頼にバーコードを付与するバーコード付与手段と、前記画像形成装
置または配信依頼者のＰＯＳ端末から所定のバーコード情報および画像形成装置を所有す
る利用者の識別情報を受け付けた際に、該利用者の所有する画像形成装置による複写費用
を割り引くバーコード割引手段と、をさらに備えたことを特徴とする請求項 のいず
れか一つに記載の情報配信システム。
【請求項１１】
　前記管理装置は、前記画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から受け付けた所定
のバーコード情報および前記画像形成装置の利用者の識別情報に基づいて配信依頼の配信
効果を管理する配信効果管理手段をさらに備えたことを特徴とする請求項 に記載の情
報配信システム。
【請求項１２】
　前記管理装置は、前記画像形成装置から受け付けた配信依頼者のユーザ属性を登録管理
するユーザ属性管理手段と、前記ユーザ属性管理手段にユーザ属性を登録した旨を前記配
信依頼者端末に通知する登録通知手段と、をさらに備えたことを特徴とする請求項

のいずれか一つに記載の情報配信システム。
【請求項１３】
　前記画像形成装置は、前記管理装置から配信情報を受け付けたならば、原稿を印字用紙
に複写する際に該印字用紙の端部に前記配信情報を印字することを特徴とする請求項

のいずれか一つに記載の情報配信システム。
【請求項１４】
　前記画像形成装置は、前記管理装置から配信情報を受け付けたならば、原稿の複写処理
時に前記配信情報を該画像形成装置の操作パネルに表示することを特徴とする請求項

のいずれか一つに記載の情報配信システム。
【請求項１５】
　複数の画像形成装置と、各画像形成装置の管理情報

を蓄積した管理データベースを用いて
前記画像形成装置を管理する管理装置とを有し、前記管理装置から配信された配信情報を
前記画像形成装置から出力する情報配信システムにおける情報配信方法であって、
　前記管理装置が、情報の配信依頼者が操作する配信依頼者端末から

前記配信情報の配信依頼を受け付ける配信依頼受付工程
と、
　前記配信依頼受付工程により受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を

に基づいて特定する特定工程
と、
　前記特定工程により特定された画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信す
る配信情報送信工程と、
　を含んだことを特徴とする情報配信方法。
【請求項１６】
　前記管理データベースが、各画像形成装置を形成する構成部位の種別を前記管理情報と
して蓄積し、前記配信依頼受付工程は、少なくとも前記配信内容をカラーで出力するか白
黒で出力するかの別を示す出力種別を含む配信依頼を受け付け、前記特定工程は、前記配
信依頼に含まれる出力種別と前記管理データベースに蓄積した各画像形成装置を形成する

10

20

30

40

50

(3) JP 3851079 B2 2006.11.29

６、７または８

６～９

１０

１～１
１

１～
１２

１～
１２

として該画像形成装置の配設位置若
しくは該画像形成装置を利用する利用者の所在位置

、少なくとも前記配
信情報を配信する配信地域を含む

、前記配信
依頼の配信地域内に前記管理データベースに蓄積した各画像形成装置の配設位置または該
画像形成装置を利用する利用者の所在位置が包まれるか否か



構成部位の種別とを比較して前記配信情報を送信する画像形成装置を特定することを特徴
とする請求項 に記載の情報配信方法。
【請求項１７】
　前記管理装置が、複数の配信依頼者端末から配信依頼を受け付けた際に、前記特定工程
により特定された各画像形成装置に配信する配信情報を各画像形成装置ごとに収集して各
画像形成装置ごとの配信情報を生成する配信情報生成工程をさらに含み、前記配信情報送
信工程は、前記特定工程により特定された各画像形成装置に対して前記配信情報生成工程
により生成された配信情報をそれぞれ送信することを特徴とする請求項 に
記載の情報配信方法。
【請求項１８】
　前記管理装置が、前記配信情報生成工程により生成された各画像形成装置ごとの配信情
報を記憶する配信情報記憶工程をさらに含んだことを特徴とする請求項 に記載の情報
配信方法。
【請求項１９】
　前記管理装置が、前記配信依頼者端末から配信の見積もり依頼を受け付ける見積依頼受
付工程と、前記管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて、前記見積依頼受付工程
により受け付けられた見積依頼に適合する画像形成装置数を取得する取得工程と、前記取
得工程により取得された画像形成装置数に基づいて情報配信にかかる費用を概算する概算
工程と、前記概算工程により概算された情報配信にかかる費用を含む見積結果を前記配信
依頼者端末に返送する見積結果返送工程と、をさらに含んだことを特徴とする請求項

のいずれか一つに記載の情報配信方法。
【請求項２０】
　複数の画像形成装置と、各画像形成装置の管理情報

とともに各画像形成装置か
ら受信した複写枚数に係るデータを蓄積した管理データベースを用いて所定の期間ごとに
各画像形成装置の利用者に対して複写費用を請求する管理装置とを有し、前記管理装置か
ら配信された配信情報を前記画像形成装置から出力する情報配信システムにおける情報配
信方法であって、
　前記管理装置が、情報の配信依頼者が操作する配信依頼者端末から

配信情報の配信依頼を受け付ける配信依頼受付工程と、
　前記配信依頼受付工程により受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を

に基づいて特定する特定工程
と、
　前記特定工程により特定された画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信す
る配信情報送信工程と、
　前記配信依頼者に請求する配信費用を算定する配信費用算定工程と、
　前記管理データベースに蓄積した複写枚数に係るデータに基づく複写費用の請求ととも
に、前記配信費用算定工程により算定された配信費用を請求する費用請求工程と、
　を含んだことを特徴とする情報配信方法。
【請求項２１】
　前記配信費用算定工程は、前記画像形成装置が配信内容を印字する印字用紙の種別また
は印刷箇所にそれぞれ対応づけたポイントの累積値に基づいて前記配信費用を算定するこ
とを特徴とする請求項 に記載の情報配信方法。
【請求項２２】
　配信費用算定工程は、前記画像形成装置による配信情報を含む出力回数に応答して、前
記複写費用の割引をおこなうことを特徴とする請求項 に記載の情報配信方
法。
【請求項２３】
　前記費用請求工程は、前記複写費用および配信費用を前記画像形成装置の利用者および
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前記配信依頼者が契約するカード会社のカード会社サーバに送信し、
前記カード会社は、前記管理装置から受信した複写費用および配信費用を前記画像形成装
置の利用者および前記配信依頼者に請求することを特徴とする請求項

に記載の情報配信方法。
【請求項２４】
　前記管理装置が、前記配信依頼受付工程により前記配信依頼者端末から配信依頼を受け
付けた際に、該配信依頼にバーコードを付与するバーコード付与工程と、前記画像形成装
置または配信依頼者のＰＯＳ端末から所定のバーコード情報および画像形成装置を所有す
る利用者の識別情報を受け付けた際に、該利用者の所有する画像形成装置による複写費用
を割り引くバーコード割引工程と、をさらに含んだことを特徴とする請求項 の
いずれか一つに記載の情報配信方法。
【請求項２５】
　前記管理装置が、前記画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から受け付けた所定
のバーコード情報および前記画像形成装置の利用者の識別情報に基づいて配信依頼の配信
効果を管理する配信効果管理工程をさらに含んだことを特徴とする請求項 に記載の情
報配信方法。
【請求項２６】
　前記管理装置が、前記画像形成装置から受け付けた配信依頼者のユーザ属性を登録管理
するユーザ属性管理工程と、前記ユーザ属性管理工程にユーザ属性を登録した旨を前記配
信依頼者端末に通知する登録通知工程と、をさらに含んだことを特徴とする請求項

のいずれか一つに記載の情報配信方法。
【請求項２７】
　前記画像形成装置が、前記管理装置から配信情報を受け付けたならば、原稿を印字用紙
に複写する際に該印字用紙の端部に前記配信情報を印字することを特徴とする請求項

のいずれか一つに記載の情報配信方法。
【請求項２８】
　前記画像形成装置が、前記管理装置から配信情報を受け付けたならば、原稿の複写処理
時に前記配信情報を該画像形成装置の操作パネルに表示することを特徴とする請求項

のいずれか一つに記載の情報配信方法。
【請求項２９】
　前記請求項 に記載された方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録
したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　この発明は、複数の と、各 の配設位置若しくは該

を利用する利用者の所在位置または前記 を形成する構成部位の種別を蓄積
した管理データベースを用いて を管理する管理装置とを有し、管理装置から
配信された配信情報を前記 から出力する情報配信システム、情報配信方法お
よび、その方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り
可能な記録媒体に関し、特に、 の遠隔管理をするために使用されているシス
テムを利用して、配信依頼主のニーズを満たす配信を顧客に対して迅速かつ効率良く提供
することができる情報配信システム、情報配信方法および記録媒体に関する。
【０００２】
【従来の技術】
複写機には、公衆電話回線網を利用して、累積印刷回数、トナーなどの残量、故障の発生
などをセンターの集中管理装置に通知し、その複写機の使用状況の集計をしたり、遠隔診
断したりするシステムが知られている。たとえば、特開平６－１６４８０２号公報には、
公衆回線網を介して複写機に関するデータを集中的に管理する画像形成装置の管理システ
ムが開示されている。
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【０００３】
このように、最近では、かかる複写機をとりまく管理システムが充実してきたため、この
管理システムを利用して広告やニュースなどの情報を複写機に配信する情報配信システム
も登場してきている。
【０００４】
たとえば、特開２０００－５９５５４号公報（従来技術１）には、管理装置に格納されて
いる広告やニュースなどの情報を定期的に複写機に配信し、複写機が配信された情報を出
力するよう構成した情報配信システムが開示されている。この従来技術１によれば、本来
、複写機の遠隔診断をするために使用されているシステムを利用して広告やニュースなど
の情報を定期的に複写機に配信し、複写がおこなわれている間、それらの情報を複写機の
操作パネル上に表示するので、常に同じ広告を表示する場合に生ずる利用者の飽きを防ぐ
ことができる。
【０００５】
また、特開平８－２５６２５６号公報（従来技術２）には、複写機と広告管理サーバをネ
ットワークを介して接続し、複写機が原稿画像の余白領域の領域形状が付加された広告画
像の要求をおこなうと、広告管理サーバがこの余白領域の形状に最も近い形状の広告画像
を複写機に対して送信するよう構成した画像形成システムが開示されている。この従来技
術２によれば、元の複写原稿の原稿画像の余白領域に適合する広告を提供することができ
る。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、かかる従来技術１および２に代表される従来の情報広告システムでは、管
理装置にあらかじめ広告すべき情報が登録されていることを前提としているので、この広
告すべき情報をいかに管理装置に登録すべきかが明らかでない。
【０００７】
このため、通常は、管理装置のオペレータが、その都度広告依頼主から指示を受けて管理
装置に広告すべき情報を登録せざるを得ないので、管理装置に対して広告すべき情報を効
率良く登録できないという問題がある。また、広告依頼主が早急に広告したいと考えた場
合であっても、かかる広告依頼主のニーズに対応できないという問題もある。さらに、こ
れらの従来技術では、広告依頼主がどの地域の顧客に広告を出したいかというような広告
依頼主のニーズにも対応できないという問題もある。
【０００８】
これらのことから、複写機の遠隔管理をするために使用されているシステムを利用して、
広告依頼主のニーズを満たす広告を顧客に対していかに迅速かつ効率良く提供するかが極
めて重要な課題となっている。
【０００９】
この発明は、上述した従来技術による問題点を解消するためになされたものであり、複写
機の遠隔管理をするために使用されているシステムを利用して、広告依頼主のニーズを満
たす広告を顧客に対して迅速かつ効率良く提供することができる情報広告システム、情報
広告方法およびその方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ
読み取り可能な記録媒体を提供することを目的とする。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
　上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項１の発明に係る情報配信システム
は、複数の画像形成装置と、各画像形成装置の管理情報

を蓄積した管理データベースを用い
て前記画像形成装置を管理する管理装置とを有し、前記管理装置から配信された配信情報
を前記画像形成装置から出力する情報配信システムであって、前記管理装置は、情報の配
信依頼者が操作する配信依頼者端末から

前記配信情報の配信依頼を受け付ける配信依頼受付手段と、前記配信依頼受付手段に
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として該画像形成装置の配設位置
若しくは該画像形成装置を利用する利用者の所在位置

、少なくとも前記配信情報を配信する配信地域を
含む



より受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を

に基づいて特定する特定手段と、前記特定手段により特
定された画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信する配信情報送信手段と、
を備えたことを特徴とする。
【００１１】
　この請求項１の発明によれば、情報の配信依頼者が操作する配信依頼者端末から

配信情報の配信依頼を受け付け、

し、特定した画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信することと
したので、画像形成装置の遠隔管理をするために使用されているシステムを利用して、配
信依頼主のニーズを満たす配信を顧客に対して迅速かつ効率良く提供することができる。

【００１４】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発明において、前記管理
データベースは、各画像形成装置を形成する構成部位の種別を前記管理情報として蓄積し
、前記配信依頼受付手段は、少なくとも前記配信内容をカラーで出力するか白黒で出力す
るかの別を示す出力種別を含む配信依頼を受け付け、前記特定手段は、前記配信依頼に含
まれる出力種別と前記管理データベースに蓄積した各画像形成装置を形成する構成部位の
種別とを比較して前記配信情報を送信する画像形成装置を特定することを特徴とする。
【００１５】
　この請求項 の発明によれば、少なくとも配信内容をカラーで出力するか白黒で出力す
るかの別を示す出力種別を含む配信依頼を受け付け、この配信依頼に含まれる出力種別と
管理データベースに蓄積した各画像形成装置を形成する構成部位の種別とを比較して配信
情報を送信する画像形成装置を特定することとしたので、たとえば赤色印刷の場合にはカ
ラー画像形成装置というように、配信依頼に適合する機器構成からなる画像形成装置を効
率良く特定することができる。
【００１６】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発明において、
前記管理装置は、複数の配信依頼者端末から配信依頼を受け付けた際に、前記特定手段に
より特定された各画像形成装置に配信する配信情報を各画像形成装置ごとに収集して各画
像形成装置ごとの配信情報を生成する配信情報生成手段をさらに備え、前記配信情報送信
手段は、前記特定手段により特定された各画像形成装置に対して前記配信情報生成手段に
より生成された配信情報をそれぞれ送信することを特徴とする。
【００１７】
　この請求項 の発明によれば、複数の配信依頼者端末から配信依頼を受け付けた際に、
各画像形成装置に配信する配信情報を各画像形成装置ごとに収集して各画像形成装置ごと
の配信情報を生成し、生成した配信情報をそれぞれ送信することとしたので、条件が限定
された多数の配信依頼が到来した場合であっても、効率良く画像形成装置ごとの配信依頼
内容を各画像形成装置に送信することができる。
【００１８】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発明において、前記管理
装置は、前記配信情報生成手段により生成された各画像形成装置ごとの配信情報を記憶す
る配信情報記憶手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００１９】
　この請求項 の発明によれば、生成された各画像形成装置ごとの配信情報を記憶するこ
ととしたので、各画像形成装置で配信依頼内容を喪失したような場合に、迅速に配信依頼
内容を再送することができる。
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、前記配信依頼の配信地域内に前記管
理データベースに蓄積した各画像形成装置の配設位置または該画像形成装置を利用する利
用者の所在位置が包まれるか否か

少なく
とも配信内容を配信する配信地域を含む この配信依頼の
配信地域内に管理データベースに蓄積した各画像形成装置の所在位置または該画像形成装
置を利用する利用者の所在位置が包まれるか否かに基づいて配信情報を送信する画像形成
装置を特定

また、配信依頼者が配信を意図する地域内の画像形成装置を効率良く特定することができ
る。

２ １

２

３ １または２

３

４ ３

４



【００２０】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発明
において、前記管理装置は、前記配信依頼者端末から配信の見積もり依頼を受け付ける見
積依頼受付手段と、前記管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて、前記見積依頼
受付手段により受け付けられた見積依頼に適合する画像形成装置数を取得する取得手段と
、前記取得手段により取得された画像形成装置数に基づいて情報配信にかかる費用を概算
する概算手段と、前記概算手段により概算された情報配信にかかる費用を含む見積結果を
前記配信依頼者端末に返送する見積結果返送手段と、をさらに備えたことを特徴とする。
【００２１】
　この請求項 の発明によれば、管理装置が、配信依頼者端末から配信の見積もり依頼を
受け付け、管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて、見積依頼に適合する画像形
成装置数を取得し、取得した画像形成装置数に基づいて情報配信にかかる費用を概算し、
概算した情報配信にかかる費用を含む見積結果を配信依頼者端末に返送することとしたの
で、配信を含む複写枚数で配信費用を徴収するような場合に、あらかじめその配信費用を
見積もることができる。
【００２２】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、複数の画像形成装置と、各画像形成
装置の管理情報とともに各画像形成装置から受信した複写枚数に係るデータを蓄積した管
理データベースを用いて所定の期間ごとに各画像形成装置の利用者に対して複写費用を請
求する管理装置とを有し、前記管理装置から配信された配信情報を前記画像形成装置から
出力する情報配信システムであって、前記管理装置は、情報の配信依頼者が操作する配信
依頼者端末から配信情報の配信依頼を受け付ける配信依頼受付手段と、前記配信依頼受付
手段により受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を前記管理データベースに蓄積し
た管理情報に基づいて特定する特定手段と、前記特定手段により特定された画像形成装置
に対して配信依頼された配信情報を送信する配信情報送信手段と、前記配信依頼者に請求
する配信費用を算定する配信費用算定手段と、前記管理データベースに蓄積した複写枚数
に係るデータに基づく複写費用の請求とともに、前記配信費用算定手段により算定された
配信費用を請求する費用請求手段と、を備えたことを特徴とする。
【００２３】
　この請求項 の発明によれば、管理装置が、情報の配信依頼者が操作する配信依頼者端
末から配信情報の配信依頼を受け付け、受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を管
理データベースに蓄積した管理情報に基づいて特定し、特定した画像形成装置に対して配
信依頼された配信情報を送信し、配信依頼者に請求する配信費用を算定し、管理データベ
ースに蓄積した複写枚数に係るデータに基づく複写費用の請求とともに、算定された配信
費用を請求することとしたので、複写費用を請求する従来のシステムを利用して効率良く
配信費用を請求することができる。
【００２４】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発明において、前記配信
費用算定手段は、前記画像形成装置が配信内容を印字する印字用紙の種別または印刷箇所
にそれぞれ対応づけたポイントの累積値に基づいて前記配信費用を算定することを特徴と
する。
【００２５】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置が配信内容を印字する印字用紙の種別また
は印刷箇所にそれぞれ対応づけたポイントの累積値に基づいて前記配信費用を算定するこ
ととしたので、裏紙を使用する場合にはポイントが低く、白紙を使用する場合にはポイン
トが高く、また、表紙はポイントが高く、表紙以外はポイントが低くなるというように、
配信効果に基づいて妥当な配信費用を算定することができる。
【００２６】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発明において、
配信費用算定手段は、前記画像形成装置による配信情報を含む出力回数に応答して、前記
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複写費用の割引をおこなうことを特徴とする。
【００２７】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置による配信情報を含む出力回数に応答して
、複写費用の割引をおこなうこととしたので、配信内容を含む出力を多くおこなえばおこ
なうほど、本来の複写費用が安くなり、もって配信複写をするインセンティブを高めるこ
とができる。
【００２８】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発明におい
て、前記費用請求手段は、前記複写費用および配信費用を前記画像形成装置の利用者およ
び前記配信依頼者が契約するカード会社のカード会社サーバに送信し、前記カード会社は
、前記管理装置から受信した複写費用および配信費用を前記画像形成装置の利用者および
前記配信依頼者に請求することを特徴とする。
【００２９】
　この請求項 の発明によれば、複写費用および配信費用を画像形成装置の利用者および
配信依頼者が契約するカード会社のカード会社サーバに送信し、カード会社は、管理装置
から受信した複写費用および配信費用を画像形成装置の利用者および配信依頼者に請求す
ることとしたので、いわゆるカード払いを用いて効率良く費用の請求をおこなうことがで
きる。
【００３０】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発
明において、前記管理装置は、前記配信依頼受付手段により前記配信依頼者端末から配信
依頼を受け付けた際に、該配信依頼にバーコードを付与するバーコード付与手段と、前記
画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から所定のバーコード情報および画像形成装
置を所有する利用者の識別情報を受け付けた際に、該利用者の所有する画像形成装置によ
る複写費用を割り引くバーコード割引手段と、をさらに備えたことを特徴とする。
【００３１】
　この請求項 の発明によれば、管理装置が、配信依頼者端末から配信依頼を受け付け
た際に、該配信依頼にバーコードを付与し、画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末
から所定のバーコード情報および画像形成装置を所有する利用者の識別情報を受け付けた
際に、該利用者の所有する画像形成装置による複写費用を割り引くこととしたので、配信
とともに印字されるバーコードの読み取り意欲を向上させ、もって配信効果を高めること
ができる。
【００３２】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の発明において、前記
管理装置は、前記画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から受け付けた所定のバー
コード情報および前記画像形成装置の利用者の識別情報に基づいて配信依頼の配信効果を
管理する配信効果管理手段をさらに備えたことを特徴とする。
【００３３】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から受け
付けた所定のバーコード情報および画像形成装置を所有する顧客の識別情報に基づいて配
信依頼の配信効果を管理することとしたので、顧客がどの配信内容に興味を示しているか
という配信効果を効率良く把握することができる。
【００３４】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の
発明において、前記管理装置は、前記画像形成装置から受け付けた配信依頼者のユーザ属
性を登録管理するユーザ属性管理手段と、前記ユーザ属性管理手段にユーザ属性を登録し
た旨を前記配信依頼者端末に通知する登録通知手段と、をさらに備えたことを特徴とする
。
【００３５】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置から受け付けた配信依頼者のユーザ属性
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を登録管理し、ユーザ属性を登録した旨を前記配信依頼者端末に通知することとしたので
、画像形成装置側からの情報を配信依頼者側にフィードバックすることができる。
【００３６】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の
発明において、前記画像形成装置は、前記管理装置から配信情報を受け付けたならば、原
稿を印字用紙に複写する際に該印字用紙の端部に前記配信情報を印字することを特徴とす
る。
【００３７】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置は、管理装置から配信内容を受け付けた
ならば、原稿を印字用紙に複写する際に該印字用紙の端部に配信内容を印字することとし
たので、印字用紙の下部などに直接配信印字して、配信効果を得ることができる。
【００３８】
　また、請求項 の発明に係る情報配信システムは、請求項 の
発明において、前記画像形成装置は、前記管理装置から配信情報を受け付けたならば、原
稿の複写処理時に前記配信情報を該画像形成装置の操作パネルに表示することを特徴とす
る。
【００３９】
　この請求項 の発明によれば、管理装置から配信内容を受け付けたならば、原稿の複
写処理時に配信内容を該画像形成装置の操作パネルに表示することとしたので、複写中の
顧客にとっての空き時間に配信内容を把握させることができる。
【００４０】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、複数の画像形成装置と、各画像形成装
置の管理情報

を蓄積した管理データベースを用いて前記画像形成装置を管理する管理装置と
を有し、前記管理装置から配信された配信情報を前記画像形成装置から出力する情報配信
システムにおける情報配信方法であって、前記管理装置が、情報の配信依頼者が操作する
配信依頼者端末から 前記配信情報の
配信依頼を受け付ける配信依頼受付工程と、前記配信依頼受付工程により受け付けた配信
依頼に適合する画像形成装置を

に基づいて特定する特定工程と、前記特定工程により特定された画像形成装
置に対して配信依頼された配信情報を送信する配信情報送信工程と、を含んだことを特徴
とする。
【００４１】
　この請求項 の発明によれば、情報の配信依頼者が操作する配信依頼者端末から

配信情報の配信依頼を受け付け、

特定し、特定した画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信すること
としたので、画像形成装置の遠隔管理をするために使用されているシステムを利用して、
配信依頼主のニーズを満たす配信を顧客に対して迅速かつ効率良く提供することができる
。

【００４４】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発明において、前記管理
データベースが、各画像形成装置を形成する構成部位の種別を前記管理情報として蓄積し
、前記配信依頼受付工程は、少なくとも前記配信内容をカラーで出力するか白黒で出力す
るかの別を示す出力種別を含む配信依頼を受け付け、前記特定工程は、前記配信依頼に含
まれる出力種別と前記管理データベースに蓄積した各画像形成装置を形成する構成部位の
種別とを比較して前記配信情報を送信する画像形成装置を特定することを特徴とする。
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１３ １～１２のいずれか一つ

１３

１４ １～１２のいずれか一つ

１４

１５
として該画像形成装置の配設位置若しくは該画像形成装置を利用する利用者

の所在位置

、少なくとも前記配信情報を配信する配信地域を含む

、前記配信依頼の配信地域内に前記管理データベースに蓄
積した各画像形成装置の配設位置または該画像形成装置を利用する利用者の所在位置が包
まれるか否か

１５ 少な
くとも配信内容を配信する配信地域を含む この配信依頼
の配信地域内に管理データベースに蓄積した各画像形成装置の所在位置または該画像形成
装置を利用する利用者の所在位置が包まれるか否かに基づいて配信情報を送信する画像形
成装置を

また、配信依頼者が配信を意図する地域内の画像形成装置を効率良く特定することがで
きる。

１６ １５



【００４５】
　この請求項 の発明によれば、少なくとも配信内容をカラーで出力するか白黒で出力
するかの別を示す出力種別を含む配信依頼を受け付け、この配信依頼に含まれる出力種別
と管理データベースに蓄積した各画像形成装置を形成する構成部位の種別とを比較して配
信情報を送信する画像形成装置を特定することとしたので、たとえば赤色印刷の場合には
カラー画像形成装置というように、配信依頼に適合する機器構成からなる画像形成装置を
効率良く特定することができる。
【００４６】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発明において
、前記管理装置が、複数の配信依頼者端末から配信依頼を受け付けた際に、前記特定工程
により特定された各画像形成装置に配信する配信情報を各画像形成装置ごとに収集して各
画像形成装置ごとの配信情報を生成する配信情報生成工程をさらに含み、前記配信情報送
信工程は、前記特定工程により特定された各画像形成装置に対して前記配信情報生成工程
により生成された配信情報をそれぞれ送信することを特徴とする。
【００４７】
　この請求項 の発明によれば、複数の配信依頼者端末から配信依頼を受け付けた際に
、各画像形成装置に配信する配信情報を各画像形成装置ごとに収集して各画像形成装置ご
との配信情報を生成し、生成した配信情報をそれぞれ送信することとしたので、条件が限
定された多数の配信依頼が到来した場合であっても、効率良く画像形成装置ごとの配信依
頼内容を各画像形成装置に送信することができる。
【００４８】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発明において、前記管理
装置が、前記配信情報生成工程により生成された各画像形成装置ごとの配信情報を記憶す
る配信情報記憶工程をさらに含んだことを特徴とする。
【００４９】
　この請求項 の発明によれば、生成された各画像形成装置ごとの配信情報を記憶する
こととしたので、各画像形成装置で配信依頼内容を喪失したような場合に、迅速に配信依
頼内容を再送することができる。
【００５０】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発
明において、前記管理装置が、前記配信依頼者端末から配信の見積もり依頼を受け付ける
見積依頼受付工程と、前記管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて、前記見積依
頼受付工程により受け付けられた見積依頼に適合する画像形成装置数を取得する取得工程
と、前記取得工程により取得された画像形成装置数に基づいて情報配信にかかる費用を概
算する概算工程と、前記概算工程により概算された情報配信にかかる費用を含む見積結果
を前記配信依頼者端末に返送する見積結果返送工程と、をさらに含んだことを特徴とする
。
【００５１】
　この請求項 の発明によれば、管理装置が、配信依頼者端末から配信の見積もり依頼
を受け付け、管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて、見積依頼に適合する画像
形成装置数を取得し、取得した画像形成装置数に基づいて情報配信にかかる費用を概算し
、概算した情報配信にかかる費用を含む見積結果を配信依頼者端末に返送することとした
ので、配信を含む複写枚数で配信費用を徴収するような場合に、あらかじめその配信費用
を見積もることができる。
【００５２】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、複数の画像形成装置と、各画像形成装
置の管理情報とともに各画像形成装置から受信した複写枚数に係るデータを蓄積した管理
データベースを用いて所定の期間ごとに各画像形成装置の利用者に対して複写費用を請求
する管理装置とを有し、前記管理装置から配信された配信情報を前記画像形成装置から出
力する情報配信システムにおける情報配信方法であって、前記管理装置が、情報の配信依
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１７ １５または１６

１７

１８ １７

１８

１９ １５～１８のいずれか一つ

１９

２０



頼者が操作する配信依頼者端末から配信情報の配信依頼を受け付ける配信依頼受付工程と
、前記配信依頼受付工程により受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を前記管理デ
ータベースに蓄積した管理情報に基づいて特定する特定工程と、前記特定工程により特定
された画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信する配信情報送信工程と、前
記配信依頼者に請求する配信費用を算定する配信費用算定工程と、前記管理データベース
に蓄積した複写枚数に係るデータに基づく複写費用の請求とともに、前記配信費用算定工
程により算定された配信費用を請求する費用請求工程と、を含んだことを特徴とする。
【００５３】
　この請求項 の発明によれば、管理装置が、情報の配信依頼者が操作する配信依頼者
端末から配信情報の配信依頼を受け付け、受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を
管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて特定し、特定した画像形成装置に対して
配信依頼された配信情報を送信し、配信依頼者に請求する配信費用を算定し、管理データ
ベースに蓄積した複写枚数に係るデータに基づく複写費用の請求とともに、算定された配
信費用を請求することとしたので、複写費用を請求する従来のシステムを利用して効率良
く配信費用を請求することができる。
【００５４】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発明において、前記配信
費用算定工程は、前記画像形成装置が配信内容を印字する印字用紙の種別または印刷箇所
にそれぞれ対応づけたポイントの累積値に基づいて前記配信費用を算定することを特徴と
する。
【００５５】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置が配信内容を印字する印字用紙の種別ま
たは印刷箇所にそれぞれ対応づけたポイントの累積値に基づいて前記配信費用を算定する
こととしたので、裏紙を使用する場合にはポイントが低く、白紙を使用する場合にはポイ
ントが高く、また、表紙はポイントが高く、表紙以外はポイントが低くなるというように
、配信効果に基づいて妥当な配信費用を算定することができる。
【００５６】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発明において
、配信費用算定工程は、前記画像形成装置による配信情報を含む出力回数に応答して、前
記複写費用の割引をおこなうことを特徴とする。
【００５７】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置による配信情報を含む出力回数に応答し
て、複写費用の割引をおこなうこととしたので、配信内容を含む出力を多くおこなえばお
こなうほど、本来の複写費用が安くなり、もって配信複写をするインセンティブを高める
ことができる。
【００５８】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発明に
おいて、前記費用請求工程は、前記複写費用および配信費用を前記画像形成装置の利用者
および前記配信依頼者が契約するカード会社のカード会社サーバに送信し、前記カード会
社は、前記管理装置から受信した複写費用および配信費用を前記画像形成装置の利用者お
よび前記配信依頼者に請求することを特徴とする。
【００５９】
　この請求項 の発明によれば、複写費用および配信費用を画像形成装置の利用者およ
び配信依頼者が契約するカード会社のカード会社サーバに送信し、カード会社は、管理装
置から受信した複写費用および配信費用を画像形成装置の利用者および配信依頼者に請求
することとしたので、いわゆるカード払いを用いて効率良く費用の請求をおこなうことが
できる。
【００６０】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発
明において、前記管理装置が、前記配信依頼受付工程により前記配信依頼者端末から配信
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依頼を受け付けた際に、該配信依頼にバーコードを付与するバーコード付与工程と、前記
画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から所定のバーコード情報および画像形成装
置を所有する利用者の識別情報を受け付けた際に、該利用者の所有する画像形成装置によ
る複写費用を割り引くバーコード割引工程と、をさらに含んだことを特徴とする。
【００６１】
　この請求項 の発明によれば、管理装置が、配信依頼者端末から配信依頼を受け付け
た際に、該配信依頼にバーコードを付与し、画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末
から所定のバーコード情報および画像形成装置を所有する利用者の識別情報を受け付けた
際に、該利用者の所有する画像形成装置による複写費用を割り引くこととしたので、配信
とともに印字されるバーコードの読み取り意欲を向上させ、もって配信効果を高めること
ができる。
【００６２】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発明において、前記管理
装置が、前記画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から受け付けた所定のバーコー
ド情報および前記画像形成装置の利用者の識別情報に基づいて配信依頼の配信効果を管理
する配信効果管理工程をさらに含んだことを特徴とする。
【００６３】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から受け
付けた所定のバーコード情報および画像形成装置を所有する顧客の識別情報に基づいて配
信依頼の配信効果を管理することとしたので、顧客がどの配信内容に興味を示しているか
という配信効果を効率良く把握することができる。
【００６４】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発
明において、前記管理装置が、前記画像形成装置から受け付けた配信依頼者のユーザ属性
を登録管理するユーザ属性管理工程と、前記ユーザ属性管理工程にユーザ属性を登録した
旨を前記配信依頼者端末に通知する登録通知工程と、をさらに含んだことを特徴とする。
【００６５】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置から受け付けた配信依頼者のユーザ属性
を登録管理し、ユーザ属性を登録した旨を前記配信依頼者端末に通知することとしたので
、画像形成装置側からの情報を配信依頼者側にフィードバックすることができる。
【００６６】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発
明において、前記画像形成装置が、前記管理装置から配信情報を受け付けたならば、原稿
を印字用紙に複写する際に該印字用紙の端部に前記配信情報を印字することを特徴とする
。
【００６７】
　この請求項 の発明によれば、画像形成装置は、管理装置から配信内容を受け付けた
ならば、原稿を印字用紙に複写する際に該印字用紙の端部に配信内容を印字することとし
たので、印字用紙の下部などに直接配信印字して、配信効果を得ることができる。
【００６８】
　また、請求項 の発明に係る情報配信方法は、請求項 の発
明において、前記画像形成装置が、前記管理装置から配信情報を受け付けたならば、原稿
の複写処理時に前記配信情報を該画像形成装置の操作パネルに表示することを特徴とする
。
【００６９】
　この請求項 の発明によれば、管理装置から配信内容を受け付けたならば、原稿の複
写処理時に配信内容を該画像形成装置の操作パネルに表示することとしたので、複写中の
顧客にとっての空き時間に配信内容を把握させることができる。
【００７０】
　また、請求項 の発明に係る記録媒体は、請求項 のいずれか一つに記載さ
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れた方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したことで、そのプログラムを機
械読み取り可能となり、これによって、請求項 のいずれか一つの動作をコンピ
ュータによって実現することができる。
【００７１】
【発明の実施の形態】
以下に添付図面を参照して、この発明に係る情報配信システム、情報配信方法、およびそ
の方法をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記
録媒体の好適な実施の形態を詳細に説明する。なお、本実施の形態では、本発明を情報広
告システムに適用した場合を示すこととする。
【００７２】
（実施の形態１）
まず、本実施の形態１に係る情報広告システムのシステム構成について説明する。図１は
、本実施の形態１に係る情報広告システムのシステム構成を示す図である。同図に示す情
報広告システムは、広告依頼者が所有する広告依頼者端末１００ａ～１００ｃ（以下「広
告依頼者端末１００」と総称する）と、広告管理データベース１２０を有する広告管理装
置１１０と、顧客管理データベース１４０を有する顧客管理装置１３０と、顧客が所有す
る複写機１５０ａ～１５０ｃ（以下「複写機１５０」と総称する）と、料金管理装置１６
０と、営業部門が所有する営業部門端末１７０とを公衆回線網で接続した構成となる。
【００７３】
ここで、複写機１５０、顧客管理装置１３０、料金管理装置１６０および営業部門端末１
７０は、従来の遠隔管理システムと同様のものであり、顧客管理データベース１４０には
、従来と同様に各複写機１５０ａ～１５０ｃの配設位置、各複写機を利用する利用者の所
在位置および複写機を形成する構成部位の種別などが蓄積されている。たとえば、この複
写機の配設位置および利用者の所在位置は、市町村名および番地などであり、また、複写
機を形成する構成部位の種別は、印字部やスキャナ部のカラー対応または白黒対応の別な
どである。
【００７４】
また、各複写機１５０ａ～１５０ｃによる複写枚数は、所定の期間ごとに各複写機１５０
ａ～１５０ｃから顧客管理装置１３０に通報され、顧客管理データベース１４０で管理す
るとともに、この複写枚数に伴う複写費用が料金管理装置１６０を介して各複写機１５０
ａ～１５０ｃの顧客に請求される。
【００７５】
そして、複写機１５０のいずれかに故障が発生した場合には、公衆回線網を通じて顧客管
理装置１３０に自動的に故障が通報される。この際、顧客管理装置１３０は、遠隔操作で
故障をキャンセルできるか否かを試み、遠隔操作ができない場合には、その旨を複写機１
５０の配設位置とともに営業部門端末１７０に通知してサービスマンによる顧客への訪問
を指示することになる。
【００７６】
ただし、この情報広告システムは、かかる従来の遠隔管理システムそのものではなく、こ
の遠隔管理システムの各装置を機能拡張するとともに、広告依頼者端末１００および広告
管理装置１１０を付加したシステム構成となる。
【００７７】
広告依頼者端末１００は、複写機１５０による広告を依頼する広告依頼者が所有する端末
装置であり、具体的には、広告依頼者はこの広告依頼者端末１００を用いて広告依頼また
は見積依頼を広告管理装置１１０におこなうことになる。
【００７８】
広告管理装置１１０は、各広告依頼者端末１００から広告依頼または見積依頼を受け付け
る装置である。具体的には、この広告管理装置１１０が広告依頼者端末１００ａから見積
依頼を受け付けたならば、広告に要する広告費用を概算してこの広告費用を含む見積結果
を広告依頼者端末１００ａに返送する。かかる見積をおこなうことにより、広告依頼者の

10

20

30

40

50

(14) JP 3851079 B2 2006.11.29

１５～２８



予定する予算の範囲内で効率良く広告をおこなうことができ、広告結果に応じて広告地域
をさらに限定したり、広告のカラー印字を白黒印字に変えるなどの処置を講じることがで
きる。また、この広告管理装置１１０が広告依頼者端末１００ａから広告依頼を受け付け
たならば、その広告依頼を広告管理データベース１２０に登録するとともに、広告依頼を
顧客管理装置１３０に転送する。
【００７９】
顧客管理装置１３０は、広告管理装置１１０から受け付けた広告依頼から各複写機別（顧
客別）の広告データを作成して顧客管理データベース１４０に蓄積するとともに、この広
告データを各複写機１５０に配信する。具体的には、この顧客管理装置１３０では、この
広告データを作成する際に、たとえば「○○町」というような地域名が広告依頼の配信地
域として指定されている場合には、この配信地域内に配設された複写機１５０またはこの
配信地域内に顧客が所在する複写機１５０を顧客管理データベース１４０から検索し、検
索した複写機１５０を配信対象となる複写機として特定する。
【００８０】
また、「赤色印字」のように広告の出力色が指定されている場合には、この赤色印字をお
こない得る複写機１５０を顧客管理データベース１４０から検索し、検索した複写機１５
０を配信対象となる複写機として特定する。さらに、「○○町」というような配信地域と
、「赤色印字」というような出力色が指定されている場合には、この両方の条件を満たす
複写機１５０を顧客管理データベース１４０から検索し、検索した複写機１５０を配信対
象となる複写機として特定する。
【００８１】
そして、各広告依頼ごとに配信対象となる複写機１５０を特定したならば、各複写機１５
０ごとに広告依頼を整理して、各複写機１５０ごとの広告データを作成する。
【００８２】
また、この顧客管理装置１３０は、広告管理装置１１０が見積依頼を受け付けた際に、顧
客管理データベース１４０に蓄積した各複写機１５０の配設位置、複写機１５０の顧客の
所在位置または複写機１５０を形成する構成部位の種別などを用いて広告費用の算定およ
び広告費用の見積もりなどをおこなう。
【００８３】
複写機１５０は、原稿をスキャナ部で読み取って印字用紙に画像を形成する際に、顧客管
理装置１３０から受け取った広告データを印字用紙の端部などに併せて印字する処理をお
こなう。また、複写処理中に顧客管理装置１３０から受け取った広告データを操作パネル
上に表示することもできる。
【００８４】
料金管理装置１６０は、各顧客が複写機１５０を用いて複写した複写枚数にかかる複写費
用と、広告依頼主が広告に要した広告費用とを管理する管理装置であり、各複写機１５０
の顧客または広告依頼主に対する費用請求額を営業部門端末１７０に通知する。すなわち
、従来の料金管理装置１６０では、複写費用について顧客に請求していたわけであるが、
本システムでは、この複写費用とあわせて広告費用を請求できるようにしている。
【００８５】
営業部門端末１７０は、営業部門が所有する端末装置であり、複写機１５０にトラブルが
発生したような場合に、サービスマンを顧客のもとに派遣する。また、料金管理装置１６
０から受け付けた複写費用および広告費用を顧客および広告依頼者まで受け取りに赴く。
【００８６】
次に、図１に示した広告管理装置１１０の構成について具体的に説明する。図２は、図１
に示した広告管理装置１１０の構成を示す機能ブロック図である。同図に示すように、こ
の広告管理装置１１０は、インターフェース部１１１と、広告対象者数取得部１１２と、
見積り処理部１１３と、登録処理部１１４と、転送処理部１１５と、制御部１１６とから
なる。
【００８７】
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インターフェース部１１１は、広告依頼者端末１００および顧客管理装置１３０との間で
公衆回線網を介してデータ授受をおこなうためのインターフェースである。広告対象者数
取得部１１２は、広告依頼者端末１００から見積依頼を受け付けた場合に、該見積依頼に
対応する広告対象者数を顧客管理装置１３０から取得する処理部である。
【００８８】
見積り処理部１１３は、広告依頼者端末１００から見積依頼に含まれる広告条件並びに顧
客管理装置１３０から受け付けた広告対象者数などに基づいて広告費用の概算を含む見積
結果を作成して依頼元の広告依頼者端末１００に返送する処理部である。
【００８９】
登録処理部１１４は、広告依頼者端末１００から広告依頼を受け付けた場合に該広告依頼
を広告管理データベース１２０に登録する処理部であり、転送処理部１１５は、広告依頼
者端末１００から広告依頼を受け付けた際に、該広告依頼を顧客管理装置１３０に転送す
る処理部であり、制御部１１６は、広告管理装置１１０を全体制御する制御部である。
【００９０】
次に、図１に示した顧客管理装置１３０の構成について説明する。図３は、図１に示した
顧客管理装置１３０の構成を示す機能ブロック図である。同図に示す顧客管理装置１３０
は、管理データベースを用いて各複写機１５０を管理する従来設けられていた管理装置を
ベースとした装置であり、ここでは、この管理データベースを広告管理データベース１４
０として利用している。
【００９１】
同図に示すように、この顧客管理装置１３０は、インターフェース部１３１と、顧客情報
管理部１３２と、広告対象者選定部１３３と、広告内容転送部１３４と、顧客別広告内容
生成部１３５と、広告データ処理部１３６と、制御部１３７とからなる。
【００９２】
インターフェース部１３１は、広告管理装置１１０、複写機１５０、料金管理装置１６０
および営業部門端末１７０との間で公衆回線網を介してデータ授受をおこなうためのイン
ターフェースである。
【００９３】
顧客情報管理部１３２は、顧客管理データベース１４０を用いて各複写機１５０に係る情
報を管理する管理部であり、具体的には、各複写機１５０の配設位置、各複写機１５０を
利用する顧客の所在位置並びに各複写機を形成する構成部位の種別などの構成情報を広告
管理データベース１４０に蓄積して管理する。また、各複写機１５０が広告複写をおこな
うか否かを示す設定情報や、各複写機１５０の広告データなども広告管理データベース１
４０に蓄積して管理する。たとえば、複写機１５０が白黒印字部またはカラー印字部をい
ずれを持つかなどといった情報を構成情報として持つことになる。
【００９４】
広告対象者選定部１３３は、広告する地域、広告する種別などの広告条件を含む広告依頼
を受け付けた場合に、この広告依頼に適合する広告対象者の複写機を選定する処理部であ
る。具体的には、この広告対象者選定部１３３では、顧客情報管理部１３２が管理する各
複写機１５０の広告複写の許否、各複写機１５０の構成情報、各複写機１５０の配設位置
または顧客の所在位置などをもとに広告依頼の対象となる複写機１５０を選定する。また
、広告管理装置１１０が広告依頼者端末１００から見積依頼を受け付けた場合には、その
見積支援として広告依頼の場合と同様の手順で広告対象者を特定し、その広告対象者の数
を広告管理装置１１０に返送する。
【００９５】
顧客別広告内容生成部１３５は、広告管理装置１１０を介して複数の広告依頼主から広告
依頼を受け付けた場合に、顧客別すなわち複写機別の広告内容を示す広告データを生成す
る処理部であり、広告内容転送部１３４は、顧客別広告内容生成部１３５により生成され
た広告データを各複写機１５０ごとに転送する処理部である。
【００９６】
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広告データ処理部１３６は、広告データに係る処理をおこなう処理部であり、具体的には
、各複写機１５０から広告複写枚数のデータを受け付けたならば、この広告複写枚数を料
金管理装置１６０に通知する処理などをおこなう。制御部１３７は、顧客管理装置１３０
の全体制御をおこなう制御部である。
【００９７】
次に、図１に示した広告依頼者端末１００からおこなう広告依頼の一例について説明する
。図４は、図１に示した広告依頼者端末１００からおこなう広告依頼の一例を示す図であ
る。同図（ａ）に示すように、この広告依頼データ４００には、依頼番号、広告依頼者、
広告文章、連絡先、広告種別、広告範囲、１ユーザ最大枚数、トータル最大枚数および契
約形態などの項目からなるデータである。
【００９８】
ここで、この広告種別としては、たとえば「赤色印字」や「黒色印字」といった印字条件
が含まれ、広告範囲としては、「～を中心として半径ｒｋｍのユーザー」または「東京都
大田区中馬込地区」といった領域が指定される。
【００９９】
そして、「～を中心として半径ｒｋｍのユーザー」という広告範囲が指定されると、同図
（ｂ）に図示すように、ある地点を中心とした半径内に所在する複写機のみが広告対象装
置となる。具体的には、すでに説明したように顧客管理データベース１４０には、各複写
機１５０の配設位置、各複写機１５０を利用する顧客の所在位置が蓄積されているので、
ある地点を中心とした半径ｒｋｍ内に配設された複写機１５０またはこの範囲内に所在す
る顧客が所有する複写機１５０をこの広告範囲と比較して広告対象となる複写機を特定す
る。たとえば、中心点と各複写機の位置との距離を求めて、この距離が半径ｒｋｍ以内で
あるか否かを調べることにより、広告範囲に属する複写機を容易に特定することができる
。
【０１００】
また、顧客管理データベース１４０には、各複写機１５０の構成情報が複写機ごとに蓄積
されているので、「赤色印字」という印字条件に適合する複写機を特定する際には、カラ
ー印字可能な印字部を有する複写機１５０を顧客管理データベース１４０の内容と比較し
て広告対象となる複写機１５０を特定する。
【０１０１】
次に、図１に示した広告管理装置１１０および顧客管理装置１３０による見積依頼受付時
の処理手順について説明する。図５は、図１に示した広告管理装置１１０および顧客管理
装置１３０による見積依頼受付時の処理手順を示すフローチャートである。
【０１０２】
同図に示すように、広告管理装置１１０が広告依頼者から見積依頼を受け付けると（ステ
ップＳ５０１）、顧客管理装置１３０に対して広告対象者数を要求する（ステップＳ５０
２）。
【０１０３】
そして、顧客管理装置１３０がこの要求を受け付けたならば（ステップＳ５０３）、広告
範囲、広告種別などから広告対象者数を算定し（ステップＳ５０４）、算定した広告対象
者数を広告管理装置１１０に送信する（ステップＳ５０５）。
【０１０４】
そして、この広告管理装置１１０がこの広告対象者数を受信したならば（ステップＳ５０
６）、この広告対象者数、１ユーザ最大枚数および広告複写１枚あたり料金などに基づい
て広告費用を概算し（ステップＳ５０７）、概算した広告費用を含む見積結果を広告依頼
者に送信する（ステップＳ５０８）。
【０１０５】
次に、図１に示した広告管理装置１１０および顧客管理装置１３０による広告依頼受付時
の処理手順について説明する。図６は、図１に示した広告管理装置１１０および顧客管理
装置１３０による広告依頼受付時の処理手順を示すフローチャートである。
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【０１０６】
同図に示すように、広角管理装置１１０が広告依頼を受け付けたならば（ステップＳ６０
１）、広告内容を広告管理データベース１２０に蓄積した後（ステップＳ６０２）、この
広告内容を顧客管理装置１３０に転送する（ステップＳ６０３）。
【０１０７】
そして、顧客管理装置１３０が、この広告内容を受け付けたならば（ステップＳ６０４）
、見積依頼時と同様に広告対象者を特定し（ステップＳ６０５）、顧客別の広告データを
作成する（ステップＳ６０６）。そして、この広告データを顧客管理データベース１４０
に蓄積した後（ステップＳ６０７）、広告データを顧客ごとすなわち複写機１５０ごとに
配信する（ステップＳ６０８）。
【０１０８】
その後、顧客管理装置１３０が通知した配信終了の通知を広告管理装置１１０が受信した
ならば（ステップＳ６０９～Ｓ６１０）、配信終了を該当する広告依頼者端末１００に通
知する（ステップＳ６１１）。
【０１０９】
図７は、図６のステップＳ６０６に示した顧客別の広告データの作成概念を説明するため
の説明図である。同図に示すように、広告管理装置１１０に登録された広告依頼Ａ，Ｂ，
Ｃを考えると、顧客管理装置１３０では、この広告内容と顧客情報とから顧客別の広告デ
ータを作成する。
【０１１０】
たとえば、広告依頼Ａで指定される広告地域内に顧客１と顧客２の複写機が存在し、広告
依頼Ｂで指定される広告地域内に顧客２と顧客３の複写機が存在し、広告依頼Ｃで指定さ
れる広告地域内に顧客２、顧客３、顧客４の複写機が存在する場合には、顧客１の複写機
の広告データには広告依頼Ａのみが含まれ、顧客２の複写機の広告データには広告依頼Ａ
，Ｂ，Ｃが含まれ、顧客３の複写機の広告データには広告依頼Ｂ，Ｃが含まれ、顧客４の
複写機の広告データには広告依頼Ｃのみが含まれることになる。
【０１１１】
このようにして、顧客ごと（複写機ごと）の広告データを作成することになる。なお、こ
こでは説明の便宜上、広告地域のみを考慮した場合を示したが、他の広告条件が存在する
場合にも同様の処理となる。
【０１１２】
次に、図１に示した複写機１５０の処理手順について説明する。図８は、図１に示した複
写機１５０の処理手順を示すフローチャートである。ただし、この複写機１５０は、広告
複写を許容しているものとする。
【０１１３】
同図に示すように、この複写機１５０は、スキャナ部により複写対象となる原稿を読み取
ると（ステップＳ８０１）、この画像データを縮小して（ステップＳ８０２）、その余白
に顧客管理装置１３０から受信した広告データを追加して画像データを合成し（ステップ
Ｓ８０３）、合成した画像を印字処理する（ステップＳ８０４）。
【０１１４】
図９は、図１に示した複写機１５０による印字結果の一例を示す図である。同図に示すよ
うに、ここでは、コピー画像本体９００の下部および右部に広告文章９１０を印字した場
合を示している。
【０１１５】
ただし、必ずしも図示した位置に広告文章９１０を印字する必要はなく、下部のみ、右部
のみ、左部のみに印字することもできる。また、かかる広告文章９１０はカラー印字であ
っても構わない。
【０１１６】
上述してきたように、本実施の形態１では、広告管理装置１１０が広告依頼者端末１００
から広告依頼を受け付けたならば、顧客管理装置１３０がこの広告依頼に適合する複写機
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１５０を特定し、特定した複写機１５０に広告依頼された広告内容を送信するよう構成し
たので、複写機１５０の遠隔管理をするために使用されているシステムを利用して、広告
依頼主のニーズを満たす広告を顧客に対して迅速かつ効率良く提供することができる。
【０１１７】
なお、本実施の形態１では、複写機１５０は複写枚数のみを管理し、締め日に複写枚数を
顧客管理装置１３０に送信し、この顧客管理装置１３０が複写枚数を料金管理装置１６０
に転送する場合を示したが、この複写枚数に代えてポイント管理することもできる。
【０１１８】
図１０は、図１に示した複写機１５０において広告複写の結果をポイント管理する場合の
説明図である。同図に示すように、複写機１５０で印字をする場合には、裏紙を使う場合
や、白紙を使う場合や、ステープル仕上げをおこなう場合などがあるが、いずれを用いる
かによって広告効果は異なる。また、表紙に広告を印字した場合は、表紙以外に広告を印
字する場合よりも広告効果は高い。
【０１１９】
このため、たとえば裏紙コピーの場合には１ポイント、白紙コピーの場合には２ポイント
、表紙の場合には２ポイント、表紙以外の場合には０．５ポイント、ステープル仕上げの
場合には１ポイントというようにポイントを付加し、複写機１５０が、かかるポイントを
集計するよう構成することもできる。
【０１２０】
この場合には、複写機１５０が、その締め日に累積ポイントを顧客管理装置１３０に送信
し、該顧客管理装置１３０は累積ポイントを料金管理装置１６０に転送し、この累積ポイ
ントに基づいて広告費用や複写費用を広告依頼者および顧客に請求することができる。
【０１２１】
（実施の形態２）
ところで、上記実施の形態１では、広告依頼者端末１００から広告依頼された際に、この
依頼された広告の内容のみを複写機１５０上で出力することとしたが、この広告の内容と
ともにバーコードを出力することもできる。そこで、本実施の形態２では、広告依頼され
た広告の内容とともにバーコードを出力する場合を示すこととする。
【０１２２】
図１１は、本実施の形態２に係る情報広告システムのシステム構成を示す図であり、図１
２は、図１１に示した広告管理装置１１１０の構成を示すブロック図であり、図１３は、
図１１に示した顧客管理装置１１２０の構成を示すブロック図である。なお、図１～図３
に示した構成部と同様の機能を有する構成部には、同一の符号を付すこととしてその詳細
な説明を省略する。
【０１２３】
図１１に示すように、この情報広告システムは、図１に示した情報広告システムと同様の
システム構成となるが、広告管理装置１１１０、顧客管理装置１１２０および複写機１１
３０にバーコードに係る機能を付加した点で異なる。また、このバーコードを読み取るた
めのＰＯＳ端末１１４０を設けた点でも異なる。
【０１２４】
広告管理装置１１１０は、図１２に示すように、広告依頼者端末１００から広告依頼を受
け付けた際に、この広告依頼にバーコード番号を配当するバーコード番号配当部１１１１
を有する。そして、このバーコード番号配当部１１１１により配当されたバーコード番号
が広告依頼とともに広告管理データベース１２に蓄積され、また顧客管理装置１１２０に
送信される。
【０１２５】
顧客管理装置１１２０は、図１３に示すように、バーコードに係る処理をおこなうバーコ
ード処理部１１２１を有する。この顧客管理装置１１２０は、広告管理装置１１１０から
バーコード番号を受け取ったならば、このバーコード番号を広告データとともに複写機１
１３０に配信する。そして、バーコード処理部１１２１は、複写機１１３０から読み取り
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バーコード番号を受け付けたならば、このバーコード番号に基づいて料金管理装置１６に
特別割引通知をおこなう。
【０１２６】
複写機１１３０は、顧客管理装置１１２０からバーコード番号を受け付けたならば、この
バーコード番号に対応するバーコードパターンを広告内容とともに印字用紙に印字する。
【０１２７】
図１４は、広告依頼された広告の内容とともにバーコードを印字する一例を説明するため
の説明図である。同図に示すように、ここではコピー画像本体の下部の広告文書の一部に
バーコードパターン１４００を設けている。なお、バーコードパターン１４００を配設す
る位置はこの位置に限定されるものではなく、広告文書部分のいかなる場所でも構わない
。
【０１２８】
図１５は、複写機１１３０に設けられるバーコード関連の処理部を示す図である。同図に
示すように、この複写機１１３０では、スキャナ１５０１で原稿の画像データを読み取っ
て画像装置１５０４で保持するとともに、バーコード書込み部１５０５によってバーコー
ドパターン１４００が書き込まれ、この画像データとバーコードパターンを合成した画像
が書込み部１５０６によって印字用紙１５０７に書き込まれる。
【０１２９】
その後、複写機１１３０からバーコードのデータを顧客管理装置１１２０に送信する場合
には、印字用紙１５０７をスキャナ１５０１で読み取り、バーコード領域判定部１５０２
によってバーコードの領域を判定し、バーコード読み取り部１５０３がこの領域内からバ
ーコードを読み取って、読み取ったバーコード番号を顧客管理装置１１２０に送信するこ
とになる。
【０１３０】
このように、バーコードを用いると、複写機１１３０だけではなく広告依頼者の所有する
店舗に配設したＰＯＳ端末１１４０からも読み取りバーコード番号を顧客管理装置１１２
０に送信できる。
【０１３１】
このことは、印字用紙の広告を持参した顧客が店舗まで足を運ぶことを意味するのである
から、広告による直接的な効果がもたらされたことになる。このため、かかるＰＯＳ端末
１１４０からの読み取りバーコード番号を管理することにより、広告の直接的な効果を把
握できることになる。
【０１３２】
上述してきたように、本実施の形態２では、広告管理装置１１１０が、広告依頼者端末１
００から広告依頼を受け付けた際に、この広告依頼にバーコード番号を配当して顧客管理
装置１１２０に送信し、顧客管理装置１１２０が、このバーコード番号を広告データとと
もに複写機１１３０に配信し、バーコード処理部１１２１は、複写機１１３０から読み取
りバーコード番号を受け付けたならば、このバーコード番号に基づいて料金管理装置１６
に特別割引通知をおこなうよう構成したので、バーコードを用いて広告効果を高めること
ができる。
【０１３３】
（実施の形態３）
ところで、上記実施の形態１および２では、広告依頼者側から複写機側への一方通行的に
情報を流す場合を示したが、複写機側から広告依頼者側に情報をフィードバックすること
もできる。そこで、本実施の形態では、複写機側から広告依頼者側に情報をフィードバッ
クする場合について説明する。
【０１３４】
図１６は、本実施の形態３に係る情報広告システムのシステム構成を示す図であり、図１
７は、図１６に示した広告管理装置１６００の構成を示すブロック図であり、図１８は、
図１６に示した顧客管理装置１６１０の構成を示すブロック図である。なお、図１～図３
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に示した構成部と同様の機能を有する構成部には、同一の符号を付すこととしてその詳細
な説明を省略する。
【０１３５】
図１６に示すように、ここでは、たとえば掲載して欲しい広告の属性などのユーザニーズ
を含むユーザ情報を複写機１６２０から顧客管理装置１６１０を介して広告管理装置１６
００に送信する。そして、広告管理装置１６００では、各複写機１６２０からのユーザ情
報をまとめ、これを内部に保持した広告依頼主の広告属性とを比較して、その属性が合致
した広告依頼者の端末にユーザ属性を通知する。これにより、各広告依頼主は、どの顧客
がいかなる広告を欲しているかを効率良く判断することができ、顧客の要求に合った広告
をおこなうことが可能となる。
【０１３６】
具体的には、図１７に示すように、この広告管理部１６００には、ユーザ属性を記憶する
ユーザ属性記憶部１６０１と、該ユーザ属性記憶部１６０２に記憶したユーザ属性を管理
するユーザ属性管理部１６０１とを設け、各複写機１６２０からのユーザ情報をユーザ情
報記憶部１６０２に記憶する。そして、ユーザ属性管理部１６０１は、内部に保持した広
告依頼主の広告属性とを比較して、その属性が合致した広告依頼者の端末にユーザ属性を
通知する。
【０１３７】
また、図１８に示すように、顧客管理装置１６１０には、ユーザ属性通知部１６１１が設
けられ、このユーザ属性通知部１６１１は、どのような広告が欲しいかというユーザニー
ズを含むユーザ属性を複写機１６２０から取得して、広告管理装置１６００に通知する。
【０１３８】
上述してきたように、本実施の形態３では、どのような広告が欲しいかというユーザニー
ズを含むユーザ属性を複写機１６２０から顧客管理装置１６１０を介して広告管理装置１
６００に通知し、この広告管理装置１６００がこのユーザ属性を広告依頼者の属性と比較
して適切な広告依頼者に通知するよう構成したので、自ら欲する広告を顧客が取得するこ
とができる。
【０１３９】
（実施の形態４）
ところで、上記実施の形態１～３では、料金管理装置１６０で管理する複写費用および広
告費用を営業部門端末１７０を介してサービスマンなどが徴収することとしたが、カード
会社を介してこれらの費用を請求することもできる。
【０１４０】
そこで、本実施の形態４では、図１９に示すように、カード会社のカード会社サーバ１９
００と料金管理装置１６０とを公衆回線網を介して接続し、かかる複写費用および広告費
用をカード会社を介して請求し得るようにしている。
【０１４１】
このため、本実施の形態４によれば、広告依頼者および顧客からの料金徴収はカード会社
がおこなうことになるので、料金を円滑かつ効率良く徴収することが可能となる。
【０１４２】
（実施の形態５）
ところで、上記実施の形態１～４では、広告依頼者から広告依頼された広告内容を印字用
紙に印字する場合を示したが、本発明はこれに限定されるものではなく、複写機の操作パ
ネルに表示することもできる。
【０１４３】
図２０および図２１は、広告依頼者から広告依頼された広告内容を複写機の操作パネルに
表示する場合を説明するための説明図である。図２０に示すように、複写機操作情報領域
２０１０の一部に広告領域２０００を設け、広告依頼された広告内容を常に表示すること
ができる。
【０１４４】
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また、図２１に示すように、複写機が複写動作を開始した場合に、操作パネルの全面にわ
たって広告依頼された広告内容を表示することもできる。ただし、同図に示す印刷枚数２
１１０には複写中の枚数が表示され、また、印字２１２０を指示操作すると、この広告内
容が印字される。さらに、トレイ選択２１３０を支持操作すると、印字中であっても用紙
トレイを変更することができる。
【０１４５】
上述してきたように、本実施の形態５では、広告依頼主から広告依頼を受けた場合に、複
写機の複写中にその広告内容を複写機の操作パネル上に表示するよう構成したので、印刷
用紙を伴わなくても顧客が広告内容を確認することが可能となる。
【０１４６】
なお、上記実施の形態１～５では、広告管理装置と顧客管理装置を別個に設けた場合を示
したが、本発明はこれに限定されるものではなく、両者が同じ管理装置であっても構わな
い。また、広告管理装置、顧客管理装置および料金管理装置を同じ管理装置であっても良
い。
【０１４７】
【発明の効果】
　以上説明したように、請求項１の発明によれば、情報の配信依頼者が操作する配信依頼
者端末から 配信情報の配信依頼を受け付け
、

特定し、特定した画像形成装置に対して配信依頼された配信情報
を送信するよう構成したので、画像形成装置の遠隔管理をするために使用されているシス
テムを利用して、配信依頼主のニーズを満たす配信を顧客に対して迅速かつ効率良く提供
することが可能な情報配信システムが得られるという効果を奏する。

【０１４９】
　また、請求項 の発明によれば、少なくとも配信内容をカラーで出力するか白黒で出力
するかの別を示す出力種別を含む配信依頼を受け付け、この配信依頼に含まれる出力種別
と管理データベースに蓄積した各画像形成装置を形成する構成部位の種別とを比較して配
信情報を送信する画像形成装置を特定するよう構成したので、たとえば赤色印刷の場合に
はカラー画像形成装置というように、配信依頼に適合する機器構成からなる画像形成装置
を効率良く特定することが可能な情報配信システムが得られるという効果を奏する。
【０１５０】
　また、請求項 の発明によれば、複数の配信依頼者端末から配信依頼を受け付けた際に
、各画像形成装置に配信する配信情報を各画像形成装置ごとに収集して各画像形成装置ご
との配信情報を生成し、生成した配信情報をそれぞれ送信するよう構成したので、条件が
限定された多数の配信依頼が到来した場合であっても、効率良く画像形成装置ごとの配信
依頼内容を各画像形成装置に送信することが可能な情報配信システムが得られるという効
果を奏する。
【０１５１】
　また、請求項 の発明によれば、生成された各画像形成装置ごとの配信情報を記憶する
よう構成したので、各画像形成装置で配信依頼内容を喪失したような場合に、迅速に配信
依頼内容を再送することが可能な情報配信システムが得られるという効果を奏する。
【０１５２】
　また、請求項 の発明によれば、管理装置が、配信依頼者端末から配信の見積もり依頼
を受け付け、管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて、見積依頼に適合する画像
形成装置数を取得し、取得した画像形成装置数に基づいて情報配信にかかる費用を概算し
、概算した情報配信にかかる費用を含む見積結果を配信依頼者端末に返送するよう構成し
たので、配信を含む複写枚数で配信費用を徴収するような場合に、あらかじめその配信費
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用を見積もることが可能な情報配信システムが得られるという効果を奏する。
【０１５３】
　また、請求項 の発明によれば、管理装置が、情報の配信依頼者が操作する配信依頼者
端末から配信情報の配信依頼を受け付け、受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置を
管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて特定し、特定した画像形成装置に対して
配信依頼された配信情報を送信し、配信依頼者に請求する配信費用を算定し、管理データ
ベースに蓄積した複写枚数に係るデータに基づく複写費用の請求とともに、算定された配
信費用を請求するよう構成したので、複写費用を請求する従来のシステムを利用して効率
良く配信費用を請求することが可能な情報配信システムが得られるという効果を奏する。
【０１５４】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置が配信内容を印字する印字用紙の種別ま
たは印刷箇所にそれぞれ対応づけたポイントの累積値に基づいて前記配信費用を算定する
よう構成したので、裏紙を使用する場合にはポイントが低く、白紙を使用する場合にはポ
イントが高く、また、表紙はポイントが高く、表紙以外はポイントが低くなるというよう
に、配信効果に基づいて妥当な配信費用を算定することが可能な情報配信システムが得ら
れるという効果を奏する。
【０１５５】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置による配信情報を含む出力回数に応答し
て、複写費用の割引をおこなうよう構成したので、配信内容を含む出力を多くおこなえば
おこなうほど、本来の複写費用が安くなり、もって配信複写をするインセンティブを高め
ることが可能な情報配信システムが得られるという効果を奏する。
【０１５６】
　また、請求項 の発明によれば、複写費用および配信費用を画像形成装置の利用者およ
び配信依頼者が契約するカード会社のカード会社サーバに送信し、カード会社は、管理装
置から受信した複写費用および配信費用を画像形成装置の利用者および配信依頼者に請求
するよう構成したので、いわゆるカード払いを用いて効率良く費用の請求をおこなうこと
が可能な情報配信システムが得られるという効果を奏する。
【０１５７】
　また、請求項 の発明によれば、管理装置が、配信依頼者端末から配信依頼を受け付
けた際に、該配信依頼にバーコードを付与し、画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端
末から所定のバーコード情報および画像形成装置を所有する利用者の識別情報を受け付け
た際に、該利用者の所有する画像形成装置による複写費用を割り引くよう構成したので、
配信とともに印字されるバーコードの読み取り意欲を向上させ、もって配信効果を高める
ことが可能な情報配信システムが得られるという効果を奏する。
【０１５８】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から受
け付けた所定のバーコード情報および画像形成装置を所有する顧客の識別情報に基づいて
配信依頼の配信効果を管理するよう構成したので、顧客がどの配信内容に興味を示してい
るかという配信効果を効率良く把握することが可能な情報配信システムが得られるという
効果を奏する。
【０１５９】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置から受け付けた配信依頼者のユーザ属
性を登録管理し、ユーザ属性を登録した旨を前記配信依頼者端末に通知するよう構成した
ので、画像形成装置側からの情報を配信依頼者側にフィードバックすることが可能な情報
配信システムが得られるという効果を奏する。
【０１６０】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置は、管理装置から配信内容を受け付け
たならば、原稿を印字用紙に複写する際に該印字用紙の端部に配信内容を印字するよう構
成したので、印字用紙の下部などに直接配信印字して、配信効果を得ることが可能な情報
配信システムが得られるという効果を奏する。
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【０１６１】
　また、請求項 の発明によれば、管理装置から配信内容を受け付けたならば、原稿の
複写処理時に配信内容を該画像形成装置の操作パネルに表示するよう構成したので、複写
中の顧客にとっての空き時間に配信内容を把握させることが可能な情報配信システムが得
られるという効果を奏する。
【０１６２】
　また、請求項 の発明によれば、情報の配信依頼者が操作する配信依頼者端末から

配信情報の配信依頼を受け付け、

特定し、特定した画像形成装置に対して配信依頼された配信情報を送信するよ
う構成したので、画像形成装置の遠隔管理をするために使用されているシステムを利用し
て、配信依頼主のニーズを満たす配信を顧客に対して迅速かつ効率良く提供することが可
能な情報配信方法が得られるという効果を奏する。

【０１６４】
　また、請求項 の発明によれば、少なくとも配信内容をカラーで出力するか白黒で出
力するかの別を示す出力種別を含む配信依頼を受け付け、この配信依頼に含まれる出力種
別と管理データベースに蓄積した各画像形成装置を形成する構成部位の種別とを比較して
配信情報を送信する画像形成装置を特定するよう構成したので、たとえば赤色印刷の場合
にはカラー画像形成装置というように、配信依頼に適合する機器構成からなる画像形成装
置を効率良く特定することが可能な情報配信方法が得られるという効果を奏する。
【０１６５】
　また、請求項 の発明によれば、複数の配信依頼者端末から配信依頼を受け付けた際
に、各画像形成装置に配信する配信情報を各画像形成装置ごとに収集して各画像形成装置
ごとの配信情報を生成し、生成した配信情報をそれぞれ送信するよう構成したので、条件
が限定された多数の配信依頼が到来した場合であっても、効率良く画像形成装置ごとの配
信依頼内容を各画像形成装置に送信することが可能な情報配信方法が得られるという効果
を奏する。
【０１６６】
　また、請求項 の発明によれば、生成された各画像形成装置ごとの配信情報を記憶す
るよう構成したので、各画像形成装置で配信依頼内容を喪失したような場合に、迅速に配
信依頼内容を再送することが可能な情報配信方法が得られるという効果を奏する。
【０１６７】
　また、請求項 の発明によれば、管理装置が、配信依頼者端末から配信の見積もり依
頼を受け付け、管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて、見積依頼に適合する画
像形成装置数を取得し、取得した画像形成装置数に基づいて情報配信にかかる費用を概算
し、概算した情報配信にかかる費用を含む見積結果を配信依頼者端末に返送するよう構成
したので、配信を含む複写枚数で配信費用を徴収するような場合に、あらかじめその配信
費用を見積もることが可能な情報配信方法が得られるという効果を奏する。
【０１６８】
　また、請求項 の発明によれば、管理装置が、情報の配信依頼者が操作する配信依頼
者端末から配信情報の配信依頼を受け付け、受け付けた配信依頼に適合する画像形成装置
を管理データベースに蓄積した管理情報に基づいて特定し、特定した画像形成装置に対し
て配信依頼された配信情報を送信し、配信依頼者に請求する配信費用を算定し、管理デー
タベースに蓄積した複写枚数に係るデータに基づく複写費用の請求とともに、算定された
配信費用を請求するよう構成したので、複写費用を請求する従来のシステムを利用して効
率良く配信費用を請求することが可能な情報配信方法が得られるという効果を奏する。
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【０１６９】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置が配信内容を印字する印字用紙の種別
または印刷箇所にそれぞれ対応づけたポイントの累積値に基づいて前記配信費用を算定す
るよう構成したので、裏紙を使用する場合にはポイントが低く、白紙を使用する場合には
ポイントが高く、また、表紙はポイントが高く、表紙以外はポイントが低くなるというよ
うに、配信効果に基づいて妥当な配信費用を算定することが可能な情報配信方法が得られ
るという効果を奏する。
【０１７０】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置による配信情報を含む出力回数に応答
して、複写費用の割引をおこなうよう構成したので、配信内容を含む出力を多くおこなえ
ばおこなうほど、本来の複写費用が安くなり、もって配信複写をするインセンティブを高
めることが可能な情報配信方法が得られるという効果を奏する。
【０１７１】
　また、請求項 の発明によれば、複写費用および配信費用を画像形成装置の利用者お
よび配信依頼者が契約するカード会社のカード会社サーバに送信し、カード会社は、管理
装置から受信した複写費用および配信費用を画像形成装置の利用者および配信依頼者に請
求するよう構成したので、いわゆるカード払いを用いて効率良く費用の請求をおこなうこ
とが可能な情報配信方法が得られるという効果を奏する。
【０１７２】
　また、請求項 の発明によれば、管理装置が、配信依頼者端末から配信依頼を受け付
けた際に、該配信依頼にバーコードを付与し、画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端
末から所定のバーコード情報および画像形成装置を所有する利用者の識別情報を受け付け
た際に、該利用者の所有する画像形成装置による複写費用を割り引くよう構成したので、
配信とともに印字されるバーコードの読み取り意欲を向上させ、もって配信効果を高める
ことが可能な情報配信方法が得られるという効果を奏する。
【０１７３】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置または配信依頼者のＰＯＳ端末から受
け付けた所定のバーコード情報および画像形成装置を所有する顧客の識別情報に基づいて
配信依頼の配信効果を管理するよう構成したので、顧客がどの配信内容に興味を示してい
るかという配信効果を効率良く把握することが可能な情報配信方法が得られるという効果
を奏する。
【０１７４】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置から受け付けた配信依頼者のユーザ属
性を登録管理し、ユーザ属性を登録した旨を前記配信依頼者端末に通知するよう構成した
ので、画像形成装置側からの情報を配信依頼者側にフィードバックすることが可能な情報
配信方法が得られるという効果を奏する。
【０１７５】
　また、請求項 の発明によれば、画像形成装置は、管理装置から配信内容を受け付け
たならば、原稿を印字用紙に複写する際に該印字用紙の端部に配信内容を印字するよう構
成したので、印字用紙の下部などに直接配信印字して、配信効果を得ることが可能な情報
配信方法が得られるという効果を奏する。
【０１７６】
　また、請求項 の発明によれば、管理装置から配信内容を受け付けたならば、原稿の
複写処理時に配信内容を該画像形成装置の操作パネルに表示するよう構成したので、複写
中の顧客にとっての空き時間に配信内容を把握させることが可能な情報配信方法が得られ
るという効果を奏する。
【０１７７】
　また、請求項 の発明によれば、請求項 のいずれか一つに記載された方法
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したことで、そのプログラムを機械読み取
り可能となり、これによって、請求項 のいずれか一つの動作をコンピュータに
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よって実現することが可能な記録媒体が得られるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の実施の形態１に係る情報広告システムのシステム構成を示す図である
。
【図２】図１に示した広告管理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図３】図１に示した顧客管理装置の構成を示す機能ブロック図である。
【図４】図１に示した広告依頼者端末からおこなう広告依頼の一例を示す図である。
【図５】図１に示した広告管理装置および顧客管理装置による見積依頼受付時の処理手順
を示すフローチャートである。
【図６】図１に示した広告管理装置および顧客管理装置による広告依頼受付時の処理手順
を示すフローチャートである。
【図７】図６のステップＳ６０６に示した顧客別の広告データの作成概念を説明するため
の説明図である。
【図８】図１に示した複写機の処理手順を示すフローチャートである。
【図９】図１に示した複写機による印字結果の一例を示す図である。
【図１０】図１に示した複写機において広告複写の結果をポイント管理する場合の説明図
である。
【図１１】本実施の形態２に係る情報広告システムのシステム構成を示す図である。
【図１２】図１１に示した広告管理装置の構成を示すブロック図である。
【図１３】図１１に示した顧客管理装置の構成を示すブロック図である。
【図１４】広告依頼された広告の内容とともにバーコードを印字する一例を説明するため
の説明図である。
【図１５】複写機に設けられるバーコード関連の処理部を示す図である。
【図１６】本実施の形態３に係る情報広告システムのシステム構成を示す図である。
【図１７】図１６に示した広告管理装置の構成を示すブロック図である。
【図１８】図１６に示した顧客管理装置の構成を示すブロック図である。
【図１９】本実施の形態４に係る情報広告システムのシステム構成を示す図である。
【図２０】広告依頼者から広告依頼された広告内容を複写機の操作パネルに表示する場合
を説明するための説明図である。
【図２１】広告依頼者から広告依頼された広告内容を複写機の操作パネルに表示する場合
を説明するための説明図である。
【符号の説明】
１００，１００ａ，１００ｂ，１００ｃ　広告依頼者端末
１１０　広告管理装置
１１１　インターフェース部
１１２　広告対象者数取得部
１１３　見積り処理部
１１４　登録処理部
１１５　転送処理部
１２０　広告管理データベース
１３０　顧客管理装置
１３１　インターフェース部
１３２　顧客情報管理部
１３３　広告対象者選定部
１３４　広告内容転送部
１３５　顧客別広告内容生成部
１３６　広告データ処理部
１３７　制御部
１４０　顧客管理データベース
１５０，１５０ａ，１５０ｂ，１５０ｃ　複写機
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１６０　料金管理装置
１７０　営業部門端末
１１１０　広告管理装置
１１１１　バーコード番号配当部
１１２０　顧客管理装置
１１２１　バーコード処理部
１１３０　複写機
１１４０　ＰＯＳ端末
１６００　広告管理装置
１６０１　ユーザ属性管理部
１６０２　ユーザ属性記憶部
１６１０　顧客管理装置
１６１１　ユーザ属性通知部
１６２０　複写機
１９００　カード会社サーバ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】
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【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】
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